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事例３ くも膜下出⾎による⼊退院後に、職場復帰し、そ

の後に記憶障害を認め、業務内容を調整しながら

治療と仕事の両⽴を⽬指す事例 
 

C さん 
治療の状況 企業の状況 

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

40 歳代 

男性 
くも膜下出⾎ 

⼿術 

薬物療法 
⼤企業 

正社員 
（製造業、 

資材管理部⾨） 

専属産業医 

１名 

 

（１）事例の概要 

ア 基本情報 
C さんは、従業員数が 1000 名超の⼤⼿電⼦部品メーカーに勤務する 40 歳代男性であ

る。C さんはその中でも資材管理部⾨に配属されており、リーダー的⽴場として、10 名

ほどのスタッフとともに、資材の調達管理を⾏っている。実際にはパソコンを使⽤したデ

ータ分析や書類作成、部下への指導や上司への報告等、デスクワーク中⼼の業務である。 

週５⽇勤務であり、1 ⽇当たりの所定労働時間は 8 時 30 分〜17 時 30 分（休憩１時間）

の 8 時間である。時間外労働は１か⽉当たり平均 30 時間ほどであるが、繁忙期には 60

時間ほどにのぼる。専属の産業医が 1 名おり、⽇頃の健康管理や⾯談を⾏っている。 

 

イ 両⽴⽀援を⾏うに⾄った経緯 
ある⽇ C さんはくも膜下出⾎を発症し、救急搬送されたのち、緊急⼿術を受けること

になった。⼿術は無事終了し、３週間の⼊院と１か⽉の⾃宅療養を経て、元の職場に復職

した。⿇痺やその他の後遺症等もなく、復職後は以前と変わらない様⼦であったが、取引

先との連絡や納⼊時期を失念していることが、取引先からの連絡で発覚することが続いた。

上司や同僚は、当初は本⼈の疲労によるものだろうと考えていたところ、何度か同じよう

なことが続き、様⼦がおかしいと感じたため、上司から⼈事部、産業医に相談したところ、

産業医と本⼈とで⾯談を⾏うこととなった。⾯談の結果、本⼈も就業継続に不安があるこ

とから、産業医の勧めもあり、再度病院を受診したところ、検査⼊院することとなった。 

検査⼊院の結果、軽度ないし中等度の記憶障害があり、業務遂⾏能⼒は保持されている

が、新しいできごとを記憶することが困難であることが判明した。検査結果は C さんの

同意を得て、主治医から産業医に伝えられた。そこで、今後の職場での対応について、C

さん、産業医、上司とで検討することとした。 
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（２）様式例の記載例 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 
検査⼊院の結果を踏まえて、C さんと産業医、上司とで今後の働き⽅について話し合っ

た結果、記憶障害の内容や仕事への影響について勤務情報提供書を通じて改めて主治医の

意⾒を求めた上で、業務内容の調整等を検討することとした。 

 

イ 主治医意⾒書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、C さんに仕事の内容や職場

環境、就労継続に向けて悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載さ

れた質問内容を中⼼に、主治医意⾒書を作成した。 

記憶障害があること以外は業務遂⾏能⼒が保持されていることから、過度の就業制限が

⾏われないよう、記憶障害の症状を具体的に解説するとともに、再発しない限り進⾏しな

いこと、スマートフォンの録⾳機能やメモの使⽤など補助ツールの活⽤や、周囲がサポー

トしやすくするための同僚等との情報共有があれば業務遂⾏が可能であること、ただし本

⼈のストレスや疲労等を考慮し、今後６か⽉ほどは時間外労働を控えたほうが望ましい旨

を記載した。また、通院への配慮が得られるよう、経過観察のために３か⽉ごとの受診が

必要であることも明記した。 

 

ウ 両⽴⽀援プラン 【事業者において作成】 
主治医意⾒書を踏まえ、再度 C さんと産業医、上司とで話し合った結果、主治医の意

⾒を勘案し、今後６か⽉ほどは時間外労働・深夜勤務等を禁⽌し、リーダー的⽴場をサポ

ートする体制を確保したうえで、記憶障害に対応するため記憶補助ツールを活⽤しながら

業務を継続することとした。その後は定期的な産業医⾯談を⾏い、経過を⾒ながら元の勤

務に戻す予定とした。 

なお、記憶障害という⽬に⾒えない障害への配慮について同僚が理解・協⼒するよう、

本⼈の同意を得て、産業医による社内研修を⾏うこととした。 
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（３）その他留意事項 
⾼次脳機能とは、記憶、学習、思考、判断などの認知過程と情動を含めた⼼理機能の総

称で、脳卒中や脳腫瘍、脳外傷などによって脳が損傷を受け、認知機能に障害が起きた状

態を⾼次脳機能障害という。 

症状は損傷を受けた脳の部位によって多彩で、注意⼒や集中⼒の低下、古い記憶は保た

れているのに新しいことが覚えられない、感情や⾏動の抑制が利かなくなる、よく知って

いる場所や道で迷う、ものによくぶつかる等の症状が単独または複合して認められる。こ

のため周囲の状況に⾒合った適切な⾏動がとれなくなり、⽣活や仕事に⽀障をきたすよう

になる。なお、必ずしも本⼈が症状を⾃覚していない場合があるので、周囲からみて気に

なる様⼦がある場合には、本⼈の了承のもと、主治医に相談する等の対応が望ましい。 

症状は個別性があり多様であるため、治療と仕事の両⽴⽀援を進める際には、必要に応

じて主治医やリハビリテーションスタッフ、産業医等の意⾒を勘案しながら対応を検討す

ることが望ましい。
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事例３（脳卒中）：勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    

  

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安

の有無等について確認 

医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント 

・情報の提供・活⽤⽬的の明記が必要 

・通院や体調管理のために利⽤可能な有給休暇に関する

情報を記載 

・必要に応じて新規付与のタイミングや付与⽇数、単位

（１⽇、半⽇、時間単位）等を記載 

・労働者本⼈が記載事項に齟齬がないかを事業者に確認

した上で署名 

・現在の業務内容が継続可能かどうか確認するために、

具体的に仕事の内容を記載 

・デスクワークが中⼼であり、部下への指導や上司への

報告が必要であるなど、仕事の特徴を記載 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当者、

連絡先を明記 

・労働者本⼈と話し合い、事業者や労働者が悩んでいる

こと、主治医に相談したいこと等、特に主治医の意⾒

がほしい点について明記 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理

などの⽀援が可能な体制があるかどうかを確認 

・特に意⾒を求められている点について確認 

・記憶障害は再発しない限り進⾏のおそれはないこ

とや、それ以外の業務遂⾏能⼒は保持されている

ことを踏まえ、現在の業務内容での就業継続の可

否等を検討 

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上

で、業務を継続するために必要な就業上の措置や

配慮について検討 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事している

のかを確認 

・治療と仕事の両⽴のために利⽤可能な制度を明記 

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差出勤制

度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワーク）、試し

出勤制度など） 

・通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利⽤で対

応可能かどうか、労働者と確認 
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事例３（脳卒中）：職場復帰の可否等について主治医の意⾒を求める際の様式例（主治医意⾒書）の記載例 

 
 

 

 
  

  

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措置

や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意⾒を求める時

期の⽬安になる 
・ガイドラインで⽰された情報の取扱いに則り情報を取

り扱う 

・措置期間後は必要に応じてプランの⾒直しや主治医の

意⾒の確認を⾏うことを想定 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問事

項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のものか、

望ましいものであるかが識別できるように記載 

・補助ツールの活⽤や周囲のサポートなど、現在の業務を継

続するために必要な配慮を具体的に記載 

・就業上の措置については、労働者とも話し合い、本⼈のス

トレスや疲労度も考慮し、記載 

・職場でのサポートが得られるようにするため、同僚等の理

解を得ることなど、必要な取組を記載 

医療機関が作成する際のポイント 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・補助ツールの活⽤、周囲のサポート体制など、就業

継続のために必要な取組がある場合、対応を検討 

・上司や同僚等の理解・協⼒が必要な場合には、労働

者本⼈の同意を得て、必要な範囲で情報を共有し、

対応を検討 

・病気が再発した場合などは、望ましい就業上の措置

等が変わる場合もある点に留意 

・⼈事部等の⾮医療職も閲覧することが想定されるため、可能

な限り専⾨⽤語を避け、平易な⾔葉で記載 

・勤務情報提供書で事業者、本⼈が気にしている記憶障害の症

状や進⾏・改善の⾒通しを具体的に記載 

・主治医意⾒書の内容について、労働者本⼈の理解・同

意が得られていることを、署名欄を活⽤するなどして

確認 

事業者が確認する際のポイント 

・労働者本⼈が主治医意⾒書の内容を理解・把握できるよう、

労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載 

・勤務情報提供書に記載されていた働き⽅について、現在の労

働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かどうか

意⾒を記載

・両⽴⽀援が必要な期間や⽀援内容の参考とするため、

症状の⾒通しや現段階で想定されている治療の予定

等を確認 

・勤務情報提供書に記載した働き⽅によって就業継続が

可能と考えられるかどうか、主治医の意⾒を確認 
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事例３（脳卒中）：両⽴⽀援プランの記載例 

 

 

 

   

・労働者の様⼦を⾒ながら適時プランの⾒直しや通常勤

務に戻すため、産業医との⾯談実施について明記 

・プランの⾒直しや⾯談の実施時期を記載 

・本⼈や上司等が気を付けるべき事項があれば記載 

・上司・同僚等が障害に関して理解がするよう、労働者

本⼈の同意を得て上司・同僚等を対象とした研修の実

施を明記 

・⽇常業務において活⽤されるよう、想定される補助ツ

ール等を具体的に明記 

・これまでと同様の業務を継続するが、今後６か⽉間は

時間外労働を控えるため、リーダー代理と⼀部業務を

分担するプランを設定 

・通院時間を確保できるよう、配慮事項を記載 

・くも膜下出⾎の再発に備え、１⼈での勤務には注意す

るよう記載 

事業者が作成する際のポイント 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが分

かるよう、署名 

・主治医、産業医の意⾒を勘案し、労働者本⼈との話合

いも踏まえ、両⽴⽀援プランを作成 

・記憶障害の程度・⾒通しや、通院の予定など、就業上

の措置や配慮を⾏うために必要な情報を整理 


